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財団法人大牟田市水道サービス公社 寄附行為 

 

   平成１４年３月２９日許可 

改正 平成２１年８月２１日認可 

    

      第１章  総則 

 

（名 称） 

第１条 この法人は、財団法人大牟田市水道サービス公社と称する。（以下「本公社」と

いう。） 

 

（事務所） 

第２条 本公社は、主たる事務所を大牟田市有明町２丁目３番地に置く。 

２ 本公社は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 

 

（目 的） 

第３条 本公社は、大牟田市水道事業の経済的かつ効率的な事業運営に資するため必要な

事業を行い、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第４条 本公社は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 水道に関する知識の普及啓発に関すること。 

（２） 給水装置診断に関すること。 

（３） 小規模貯水槽水道の適正管理に関すること。 

（４）水源地域振興に関すること。 

（５）水道技術者等の教育訓練に関すること。 

（６）大牟田市から委託を受けて行う料金等の収納業務、水道施設等の維持管理業務そ

の他上下水道事業に関すること。 

（７）水道法第３４条の２第２項に基づく簡易専用水道の検査に関すること。 

（８）その他本公社の目的を達成するために必要な事業。 

 

 

      第２章  財産及び会計 

 

（財産の構成） 

第５条 本公社の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１）設立当初の財産目録に記載された財産 

（２）寄付金品 

（３）財産から生じる収入 

（４）事業に伴う収入 

（５）その他の収入 

 

（財産の種別） 

第６条 本公社の財産は、基本財産と運用財産の２種とする。 
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２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１）設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 

（２）基本財産とすることを指定して寄付された財産 

（３）理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産 

３ 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 

 

（財産の管理） 

第７条 本公社の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が

別に定める。 

２ 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託又

は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。 

 

（基本財産の処分の制限） 

第８条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本公社

の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の３分の２

以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、福岡県知事の承認を得て、その一部を処

分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 

 

（経費の支弁） 

第９条 本公社の経費は、財産をもって支弁する。 

 

（事業計画及び予算） 

第１０条 本公社の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会

計年度開始前に、理事会において理事現在数の３分の２以上の議決及び評議員会の同

意を経て、福岡県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とす

る。 

 

（暫定予算） 

第１１条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、

理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出する

ことができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

（事業報告及び決算） 

第１２条 本公社の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支

計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査

を受け、理事会において理事現在数の３分の２以上の議決及び評議員会の同意を経

て、その会計年度終了後３か月以内に福岡県知事に報告しなければならない。この場

合において、資産の総額に変更があったときは、２週間以内に登記し、登記簿の謄本

を添えるものとする。 

 

 （長期借入金） 

第１３条 本公社が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償

還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の３分の２以上の議決及び評議
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員会の同意を経、かつ、福岡県知事に届け出なければならない。 

 

 （特別会計） 

第１４条 本公社は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て、特別会計を

設けることができる。 

２ 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区別して整理するものとする。 

 

（会計年度） 

第１５条 本公社の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

      第３章  役員 

 

（種類及び定数） 

第１６条 本公社に、次の役員を置く。 

（１）理事    ６人以上１０人以内 

（２）監事    ２人 

２ 理事のうち、１人を理事長、１人を副理事長とする。 

 

（選任等） 

第１７条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選によりこれを定める。 

３ 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。 

４ 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 

５ 理事に異動があったときは、２週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくそ

の旨を福岡県知事に届け出なければならない。 

６ 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を福岡県知事に届け出なければならな

い。 

 

（職務） 

第１８条 理事長は、本公社を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐して、業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長

が欠けたときは、その職務を代行する。 

３ 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本公社の業務を議決

し、執行する。 

４ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１）財産及び会計の状況を監査すること。 

（２）理事の業務執行の状況を監査すること。 

（３）財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、

これを理事会、評議員会又は福岡県知事に報告すること。 

（４）前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求

し、若しくは理事会又は評議員会を招集すること。 

 

（任期） 
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第１９条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 

 

 （解任） 

第２０条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞ

れ理事現在数及び評議員現在数の３分の２以上の議決に基づいて解任することができ

る。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を

与えなければならない。 

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められると

き。 

 

（報酬等） 

第２１条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。 

２ 役員には費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

 

      第４章  理事会 

 

 （構成） 

第２２条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権能） 

第２３条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、本公社の業務に関する重要な事

項を議決し、執行する。 

 

（種類及び開催） 

第２４条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。 

２ 通常理事会は、毎年２回開催する。 

３ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき。 

（２）理事現在数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって

招集の請求があったとき。 

（３）第１８条第４項第４号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

 

（招集） 

第２５条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、前条第３項第２号又は第３号に該当する場合は、その日から１４日以内に

臨時理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも

って、少なくとも７日前までに通知しなければならない。 
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（議長） 

第２６条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（定足数） 

第２７条 理事会は、理事現在数の３分の２以上の出席がなければ開会することができな

い。 

 

（議決） 

第２８条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数を

もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（書面表決等） 

第２９条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された

事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任すること

ができる。 

２ 前項の場合における前２条の規定の適用については、その理事は出席したものとみな

す。 

 

（議事録） 

第３０条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

（１）日時及び場所 

（２）理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者及び表決委任者の場合

にあっては、その旨を付記すること。） 

（３）審議事項及び議決事項 

（４）議事の経過の概要及びその結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が、署名、

押印をしなければならない。 

 

 

      第５章  評議員及び評議員会 

 

 （評議員） 

第３１条 本公社に評議員６人以上１０人以内を置く。 

２ 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。 

３ 評議員には、第１９条、第２０条及び第２１条の規定を準用する。 

 

 

 （評議員会） 

第３２条 評議員会は、評議員をもって構成する。 

２ 評議員会は理事長が招集する。 

３ 評議員会の議長は、評議員会において互選する。 
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４ 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項に

ついて審議し、助言する。 

５ 評議員会には、第２７条から第３０条までの規定を準用する。この場合において、こ

れらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのはそれぞれ「評議員会」及び「評議員」

と読み替えるものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。 

 

 

      第６章  寄附行為の変更及び解散 

 

 （寄附行為の変更） 

第３３条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議

員現在数の４分の３以上の議決を経、かつ、福岡県知事の認可を得なければ変更する

ことができない。 

 

（解散） 

第３４条 本公社は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第２０２条第１項から

第３項までの規定により解散する。 

２ 本公社は、平成２２年３月３１日をもって解散する。 

３ 本公社の代表清算人の選任については、清算人の互選とする。 

 

（残余財産の処分） 

第３５条 本公社が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それ

ぞれ理事現在数及び評議員現在数の４分の３以上の議決を経、かつ、福岡県知事の許

可を得て、本公社と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

 

 

      第７章  事務局 

 

（設置等） 

第３６条 本公社の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長及び職員は、理事長が任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定め

る。 

 

（備付け書類及び帳簿） 

第３７条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

（１）寄附行為 

（２）理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書 

（３）許可、認可等及び登記に関する書類 

（４）寄附行為に定める機関の議事に関する書類 

（５）収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 

（６）資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 
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（７）その他必要な帳簿及び書類 

 

 

      第８章  補則 

 

（委任） 

第３８条 この寄附行為に定めるもののほか、本公社の運営に関し必要な事項は、理事会

の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

 

  附 則 

１ この寄附行為は、本公社の設立許可があった日から施行する。 

２ 本公社の設立当初の役員は、第１７条第１項及び第２項の規定にかかわらず、設立発

起人会の定めるところとし、その任期は、第１９条第１項の規定にかかわらず平成 

１６年３月３１日までとする。 

３ 本公社の設立初年度の事業計画及び予算は、第１０条の規定にかかわらず、設立発起

人会の定めるところによる。 

４ 本公社の設立初年度の会計年度は、第１５条の規定にかかわらず、設立許可のあった

日から平成１５年３月３１日までとする。 

 

 

  附 則（平成２１年８月２１日認可） 

 この寄附行為は、福岡県知事の認可があった日から施行する。 



役員名簿 

（１） 役  員 

役 職 名 氏 名 職 業 

理 事 長 前 田 徹 哉 常勤 

副理事長  中 園 和 彦 大牟田市企業局調整監 

理 事 金 子 福 久 美 ユネスコがんばろい大牟田の会会長 

理 事 坂 口  一 大牟田市管工事協同組合理事長 

理 事 杉 野 有 美 子 大牟田手話の会「ありあけ」会長 

理 事 永 野 拓 詞 前誠修高等学校学校長 

理 事 山 崎 健 二 大牟田市企業労働組合執行委員長 

監 事 緒 方 孝 義 
緒方税理士事務所会長 

元九州北部税理士会大牟田支部長 

監 事 嶋 本 真 朱 美 大牟田市企業局総務課経理担当主査 

（平成２１年３月３１日現在） 

（２） 評 議 員 

職 名 氏 名 職 業 

評 議 員 奥 村 橋 倫 大牟田市企業労働組合副執行委員長 

評 議 員 川 口 浩 之 大牟田市管工事協同組合副理事長 

評 議 員 河 村 郁 子 社団法人茶道裏千家淡交会大牟田支部幹事 

評 議 員 倉 岡 宇 正 前大牟田高等学校学校長 

評 議 員 大 道 敬 子 駛馬地区アンビシャス広場委員会委員 

評 議 員 西 川 正 博 大牟田市企業局水質管理課長 

評 議 員 西 村 ハ ラ 子 前大牟田市手鎌校区民生委員・児童委員 

（平成２１年３月３１日現在）     
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平成２０年度事業報告 

 （１） 平成２０年度事業計画 

事 業 事 業 内 容  事 業 量 

給水装置診断事業 
・独居老人・高齢者住宅等を中心に

した市民福祉事業 

実施対象（６５才以上

の単身又は夫婦のみの

世帯） 
１２，５００件 

小規模貯水槽水道の 
適正管理事業 

・現在簡易専用水道の適用除外とな

っている１０㎥以下の貯水槽水道

の検査業務 

企業局が実施する貯水

槽水道の検査業務に従

事する 
水道に関する知識の 
普及啓発事業 

・水道週間等諸行事への参画 ６件 

水源地域振興事業 ・水源地域振興事業への参画  

公

社

独

自

事

業 

簡易専用水道の 
検査事業 

・水道法第３４条の２第２項の規定

に基づく簡易専用水道の定期検査

業務 

企業局が実施する簡易

専用水道の検査業務に

従事する 

水道料金等収納事業 

・受付業務 
・水道メータの検針、調査等 
・水道料金等の未納整理 
・水道料金等の調定補助及び収納 

検針見込件数 
６３０，０００件 

給水装置開閉栓事業 
・水道の使用開始、廃止に合わせた

元栓の開閉及び料金等収納業務 
７，０００件 

検定満期メータ 
維持管理事業 

・検定満期メータの維持管理 
取替・取外し見込件数

６，０００件 

日直事業 ・水道に関する休日等の受付業務  

常直事業 ・水道に関する夜間の受付業務  

残留塩素測定事業 
・市内全域に設けた測定地点の消毒

の効果確認、濁り・色の測定業務
６，５００件 

大

牟

田

市

か

ら

の

受

託

事

業 水道技術者等の 
教育訓練事業 

・技術者の教育訓練  
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 （２） 受託事業の実績 

大牟田市との契約に基づき、次のとおり業務を受託し、その適正か

つ効率的な実施に努めた。 
 
 
①水道料金等収納事業 
水道メータの検針、調査等並びに水道料金等の未納整理、調定補助、収

納及び受付に関する業務を行った。 
 

 
ア 検針リーダー 

・検針票の再配布・郵送‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４３７件 

・異常水量確認‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３，７８１件 
・無届使用の現地調査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３７６件 
・無届退去の現地調査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４８件 

・親子メータの差水量調査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１，１２９件 
・メータ関係調査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥９６件 
・苦情処理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１２件 
                             （年間総数） 

 
 
 

イ 水道メータ検針 
                        （単位：件）  

月 
三池炭鉱専用水道か

ら市水への切替件数 
既存市水給水件数 検 針 件 数 

４ ２ ５１，７１９ ５１，７２１ 
５ ５４ ５１，７８５ ５１，８３９ 
６  ５１，８２４ ５１，８２４ 
７ ４２ ５１，８００ ５１，８４２ 
８ ４５ ５１，８７１ ５１，９１６ 
９ ４ ５１，９７５ ５１，９７９ 
１０ ２０ ５２，１７２ ５２，１９２ 
１１  ５２，１９４ ５２，１９４ 
１２  ５２，１７０ ５２，１７０ 
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月 
三池炭鉱専用水道か

ら市水への切替件数 
既存市水給水件数 検 針 件 数 

１ ８ ５２，１９５ ５２，２０３ 
２  ５２，２５７ ５２，２５７ 
３ ４３ ５２，２７２ ５２，３１５ 

合計 ２１８ ６２４，２３４ ６２４，４５２ 

 
 
 
ウ 滞納整理 
 

月 
３ヶ月滞納者

（件） 
催告状 
（枚） 

停水予告書

（枚） 
停水処分

（件） 
収納件数 
（件） 

督 促 件 数

（件） 
４ ９４９ ９１３ ４５９ ４６ ２７５ １，９２７

５ ９４７ ８６３ ４１３ ３０ ３３０ ２，２３８

６ ９９２ ９２７ ４２６ ５４ ２２７ １，９２２

７ ９２９ ８９６ ３９８ ５３ ３４０ ２，５３５

８       ９３１ ８７２ ３６６ ５４ ３０９ ２，１２３

９ ８７５ ７８８ ３９４ ５９ ２２９ １，６４８

１０ １，０２５ ９４９ ４５８ ４７ ２５５ ２，０２９

１１ １，０３５ ９３２ ４４４ ６１ ２０２ １，７３７

１２     １，０４０ ９２４ ６２４ ４５ ２９２ ２，３８６

１ ９６６ ８３８ ４０９ ４８ ２２６ １，７０５

２ １，０２８ ９７０ ４９３ ５１ ２３７ １，９８１

３ １，１２７ ９６２ ５０４ ５５ ２３７ １，８９８

合計 １１，８４４ １０，８３４ ５，３８８ ６０３ ３，１５９ ２４，１２９
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 ②給水装置開閉栓事業 
水道の使用開始及び廃止に合わせた止水栓の開閉に関する業務を行っ

た。 
 

  （単位：件） 

（新設開栓は除く） 
 
 
 

  ③検定満期メータ維持管理事業 
検定期限が満期を迎えた水道メータについて、取替え、取外し等の維 
持管理業務を行った。 

（単位：個） 
月 １３㎜ ２０㎜ ２５㎜ ３０㎜ ４０㎜    計 

４ ２３５ ３２９ ４６ ５ １０ ６２５

５ ２１９ ３７１ ４８ １ １５ ６５４

６ ２２６ ３４０ ４１ ８ １ ６１６

７ ２２５ ３５５ ３３ ０ ０ ６１３

８ ２２３ ３７８ ３６ ０ ０ ６３７

月 開 栓 閉 栓 メ ー タ撤去 収 納 件 数 
４ ３７６ ４３９ ２０ １

５ ２６１ ３２８ ２０ ７

６ ２０６ ３０１ １６ ６

７ ２２１ ３２０ １４ ２

８ ２０９ ２７５ ２０ ６

９ ２４６ ３２７ １５ ８

１０ ３２１ ３９７ ３８ ５

１１ １９０ ３３０ １９ ０

１２ ２２９ ３０７ １４ ０

１ １６１ ２９２ ２５ ４

２ ２０８ ３０２ １８ ２

３ ３６５ ４９８ １６ ８

合計 ２，９９３ ４，１１６ ２３５ ４９
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月 １３㎜ ２０㎜ ２５㎜ ３０㎜ ４０㎜    計 

９ ２２６ ３２１ ０ ０ ０ ５４７

１０ ２２７ ３５９ ０ ０ ９ ５９５

１１ ２３２ ３６５ ０ ０ ５ ６０２

１２ ２１５ ３１０ ０ ７ １ ５３３

１ ２０６ ２８２ １９ ７ ０ ５１４

２ ２０２ ３０６ １８ ０ ０ ５２６

３ １ ― ― ― ― １

合計 ２，４３７ ３，７１６ ２４１ ２８ ４１ ６，４６３

 
 
 

 ④日直･常直事業 
水道に関する夜間及び休日等の受付、並びに庁内巡回等の業務を行っ

た。 
 

（単位：件） 
月 料金関係 工事・修理関係 その他 庁内巡回他 

４ ３３２ ３３ ３ ２０７

５ ２７２ ３３ ３ ２０８

６ ２８２ ３０ ７ ２０９

７ ２５３ ２７ ３ ２２１

８ ２７６ ３１ ７ ２１８

９ ２５１ ２２ ２ ２１０

１０ ２９３ １４ ０ ２１７

１１ ３１７ ６１ ８ ２０５

１２ ３６８ ２６ ７ ２１０

１ ２９０ ２１ ３ ２１２

２ ３２２ ２０ １０ １９８

３ ３９２ ３６ １ ２２０

合計 ３，６４８ ３５４ ５４ ２，５３５
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 ⑤残留塩素測定事業 
市内全域の１７測定地点１８箇所において、水道水中の残留塩素濃度

の測定に関する業務を行った。 
 

（単位：件） 
月 測定件数 
４ ５１０

５ ５２９

６ ５１０

７ ５２９

８ ５２８

９ ５０９

１０ ５２８

１１ ５１１

１２ ５２６

１ ５２８

２ ４７５

３ ５２８

合 計 ６，２１１

 
 
⑥水道技術者等の教育訓練事業 

配水管工事業者及び水道事業体の水道技術者を対象に㈳日本水道協会

が主催し、福岡市水道技術研修所において開催された「配水管工技能講

習会Ⅰ」の受講案内を行った。 

     案内書送付業者数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６４業者 

     申込件数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１件 
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（３）独自事業の実績 

公益法人の設立目的である「営利を目的とせず、住民福祉の向上を 
 図る」ため次の事業を行った。 

 
①給水装置診断事業 

高齢化社会の支援事業として、独居老人・高齢者住宅を中心に宅地内

の給水装置を定めた点検項目に従い、巡回診断する事業を関係各課と連

携を取り、大牟田市民生委員・児童委員協議会の全面的な協力を得て、

実施した。 

✰ 実施期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成２０年１２月～平成２１年２月 

６５歳以上の単身・夫婦世帯を対象に実施した。 

  ※今年度は６５歳以下の体の不自由な方（世帯）も対象とした。 
同行民生委員数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６人 

診断実施件数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２１４件 

パッキン交換、調整等行った数‥‥‥‥‥１７５箇所（１０１世帯） 

上水道工務課へ修理を依頼した件数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１０件 

 

②小規模貯水槽水道の適正管理事業 

簡易専用水道の適用除外となっている容量１０立方メートル以下の貯 

水槽水道について、企業局が実施する貯水槽水道の検査業務に従事した。 

✰ 実施期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成２０年１０月 
✰ 市内検査対象施設６９７件のうち、新規施設、過去３年間の検査受

検施設８８件に、貯水槽水道の検査案内を送付した。 
✰  企業局が実施した貯水槽水道検査に使用する車両（１台）を当公社が

準備し、小規模貯水槽水道２７件の検査補助業務を行った。 
 

③水道に関する知識の普及啓発事業 
大牟田市企業局主催の水道週間等の諸行事へ参画し、水道に関する    

知識の普及啓発に努めた。 
 
ア 標語・図案募集 
水道に関する標語・図案を広報紙等で広く募集し、選考のうえ、企業

局庁舎への掲示や広報紙等に掲載を行い、水道事業への理解と協力を

求め、節水等の有効利用に対する普及啓発を行った。 

✰「広報おおむた」 ５月１５日号に標語・図案募集記事掲載 
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 標語応募数 一般 １１５点 小学生 ２３７点  合計３５２点 
 図案応募数 一般 １２７点 小学生  ６１点  合計１８８点 

  
 なお、理事長賞の受賞者は以下のとおり 
 

区  分 受賞者名 備  考 

小学生の部 西山  恋 平原小学校  ４年 
標語 

一般の部 元嶋 一也 白光中学校  ２年 

小学生の部 渡邊 佑菜 駛馬南小学校 ４年 
図案 

一般の部 堺  志穂 田隈中学校  ２年 

 

イ 施設見学                          

市内の小学４年生を対象に、福岡県南広域水道企業団・清里総合ポン

プ場の各施設を「学習の場」として有効活用し、水道事業の理解と協力

を求め、水の有効利用に関する普及・啓発を行った。 

✰ 実施期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成２０年５月８日～６月１３日 

市内小学校５校が清里総合ポンプ場を見学した。 

市内小学校４校が県南広域企業団を見学した。 
 当公社より２名が従事した。 

 

ウ よみがえる水と緑の環境フェアー（上下水道街頭キャンペーン） 

 水道機材・水道パネル展示等の啓発活動や街頭相談を実施し、水道知 

識の普及を図った。 

✰ 実施日‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成２０年１０月１９日  

✰ 場 所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ゆめタウン大牟田店 

  クイズ回答者 ４８４名 アンケート記入者 ４８４名 

 当公社から２名が従事し、公社業務紹介パネルの展示を行った。 

 

エ 蛍探偵団 

市内で蛍を発見した通報者を｢蛍探偵団員｣に登録することで、市民の

水への関心と理解を深め、水辺環境保全の啓発を行った。 

✰ 通報件数 １６件 新団員 １１名 総団員数 ３９５名 

(平成２０年度末現在) 

 日直、常直者による時間外の蛍発見通報者の受付をした。 
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   オ 生物教室 

川の中にすむ水生生物や周辺の生物を調べることで、生き物と川の水

質との関係を学ぶことを目的とした、関川・諏訪川流域会議（大牟田市、

荒尾市、南関町）主催の生物教室に参加・協力した。 

✰ 実施日‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成２０年８月８日  

✰ 場 所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥荒尾市上井手（岩本橋） 

✰ 参加者‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥児童（２市１町）４１名  

 当公社から１名が従事した。 

 
カ ダム見学会 

ダムを親子で見学することで、水道に関心を持ってもらい、水源河川や

水辺環境など、水に対する意識の向上や理解を深めるための啓発を行っ

た。 

✰ 実施日‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成２０年８月３日  

✰ 場 所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥寺内ダム・大山ダム 

✰ 参加者‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８名 

                         （スタッフ含む） 

 

④水源地域振興事業 

今年度も菊池川源流域において玉名平野土地改良区が主催する「水源涵

養林保全事業」に、企業局とともに参加した。 

 

ア 下草刈 

  ✰ 実施日‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成２０年１０月３日 

  ✰ 場所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥熊本県菊池郡大津町矢護川地区 

  ✰ 内容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥植林前の草刈 

    当公社から４名が従事した。 

 

  イ 植樹 

  ✰ 実施日‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成２０年１１月２８日 

  ✰ 場所‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥熊本県菊池郡大津町矢護川地区 

  ✰ 植樹苗木‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥くぬぎ・もみじ等 

    当公社から６名が従事した。                     

 

③及び④は、水行政啓発推進委員会との共催で行った。 
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  ⑤簡易専用水道の検査事業 

企業局が水道法第３４条の２第２項の規定に基づき実施した簡易専用水

道の定期検査業務に従事した。 

  ✰ 実施期間‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥平成２０年１０月～１１月 

  ✰ 当公社から、車両（２台）を準備し、市内検査対象施設１２１件のう

ち１１９件（現地検査１１０件、ビル管理法に基づく書類検査９件）に

ついて、検査補助業務に従事した。 

 



当年度 前年度 増　減

Ⅰ 資産の部

１ 流動資産

普通預金 13,836,059 30,022,056 △ 16,185,997

未収金 1,140,022 598,356 541,666

流動資産合計 14,976,081 30,620,412 △ 15,644,331

２ 固定資産

（１）　基本財産

定期預金 200,000,000 200,000,000 0

基本財産合計 200,000,000 200,000,000 0

（２）　その他の固定資産 0 0 0

その他の固定資産合計 0 0 0

固定資産合計 200,000,000 200,000,000 0

資産合計 214,976,081 230,620,412 △ 15,644,331

Ⅱ 負債の部

１ 流動負債

未払金 14,457,028 30,070,654 △ 15,613,626

預り金 519,053 549,758 △ 30,705

流動負債合計 14,976,081 30,620,412 △ 15,644,331

2 固定負債 0 0 0

固定負債合計 0 0 0

負債合計 14,976,081 30,620,412 △ 15,644,331

Ⅲ 正味財産の部

1 指定正味財産

定期預金 200,000,000 200,000,000 0

指定正味財産合計 200,000,000 200,000,000 0

（うち基本財産への充当額） (200,000,000) (200,000,000) （０）

2 一般正味財産 0 0 0

正味財産合計 200,000,000 200,000,000 0

負債及び正味財産合計 214,976,081 230,620,412 △ 15,644,331

貸　　借　　対　　照　　表

平成２１年３月３１日現在

（単位：円）

科　　　　　　目



当年度 前年度 増　減

Ⅰ

１．経常増減の部

（１）経常収益

① 基本財産運用益 801,095 600,547 200,548

1 基本財産受取利息 801,095 600,547 200,548

② 事業収益 154,136,680 160,010,480 △ 5,873,800

1 水道料金等収納業務受託収益 122,321,752 127,197,374 △ 4,875,622

2 給水装置開閉栓受託収益 7,117,469 8,519,542 △ 1,402,073

3 検定満期メーター維持管理受託収益 10,833,884 10,529,073 304,811

4 日直常直業務受託収益 11,370,133 11,269,298 100,835

5 残留塩素測定受託収益 2,493,442 2,495,193 △ 1,751

③ 受取補助金 22,055,843 22,262,027 △ 206,184

1 受取大牟田市補助金 22,055,843 22,262,027 △ 206,184

④ 雑収益 302,255 304,854 △ 2,599

1 受取利息 65,862 88,333 △ 22,471

2 雑収益 236,393 216,521 19,872

経常収益計 177,295,873 183,177,908 △ 5,882,035

（２）経常費用

① 事業費

1 給水装置診断事業費 2,879,328 2,928,199 △ 48,871

2 小規模貯水槽水道の適正管理事業費 2,480,744 2,149,041 331,703

3 水道に関する知識の普及啓発事業費 9,473 8,342 1,131

4 水源地域振興事業費 68,062 67,105 957

5 簡易専用水道の検査事業費 617,472 648,655 △ 31,183

6 水道料金等収納業務受託事業費 112,016,581 117,050,275 △ 5,033,694

7 給水装置開閉栓受託事業費 6,459,582 8,145,752 △ 1,686,170

8 検定満期メーター維持管理受託事業費 9,832,478 9,588,833 243,645

9 日直常直業務受託事業費 10,319,161 10,262,957 56,204

10 残留塩素測定受託事業費 2,262,966 2,272,374 △ 9,408

11 水道技術者等の教育訓練事業費 6,665 7,611 △ 946

② 30,343,361 30,048,764 294,597

経常費用計 177,295,873 183,177,908 △ 5,882,035

当期経常増減額 0 0 0

一般正味財産増減の部

管理費

正味財産増減計算書

平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで

（単位：円）

科　　　　　　目



当年度 前年度 増　減

（単位：円）

科　　　　　　目

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 0 0 0

一般正味財産期首残高 0 0 0

一般正味財産期末残高 0 0 0

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0

指定正味財産期首残高 200,000,000 200,000,000 0

指定正味財産期末残高 200,000,000 200,000,000 0

Ⅲ 正味財産期末残高 200,000,000 200,000,000 0



１ 重要な会計方針

（１）　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　該当なし。

（２）　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　　該当なし。

（３）　固定資産の減価償却の方法

　　　　　定額法によっている。

（４）　引当金の計上基準

　　　　　該当なし。

（５）　リース取引の処理方法

　　　　　該当なし。

（６）　消費税等の会計処理

　　　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２ 会計方針の変更

　　　　　該当なし。

３

科　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

定期預金 200,000,000 0 0 200,000,000

　小　　計 200,000,000 0 0 200,000,000

特定資産

　小　　計 0 0 0 0

　合　　計 200,000,000 0 0 200,000,000

４ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

基本財産

定期預金 200,000,000 (200,000,000) （０） －

　小　　計 200,000,000 (200,000,000) （０） －

特定資産

　小　　計 0 （０） （０） 0

　合　　計 200,000,000 (200,000,000) （０） 0

５

　　　　　該当なし。

６ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

　　　　　該当なし。

７ 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

　　　　　該当なし。

担保に供している資産

財務諸表に対する注記

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（うち指定
正味財産から
の充当額）

（うち一般
正味財産から
の充当額）

（うち負債に
対応する額）

当期末残高科　　　目



８ 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務

　　　　　該当なし。

９ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

　　　　　該当なし。

１０ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　　　　該当なし。

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　　　　該当なし。

12 関連当事者との取引の内容

　　　　　該当なし。

13 重要な後発事象

　　　　　該当なし。

14 その他

　　　　　該当なし。



Ⅰ 資産の部

１ 流動資産

普通預金　福岡銀行大牟田支店 13,836,059

未収金 1,140,022

流動資産合計 14,976,081

２ 固定資産

(1)　基本財産

基本金（定期預金）　福岡銀行大牟田支店 200,000,000

基本財産合計 200,000,000

(2)特定資産

特定資産合計 0

(3)   その他固定資産

その他固定資産合計 0

固定資産合計 200,000,000

資産合計 214,976,081

Ⅱ 負債の部

１ 流動負債

未払金 14,457,028

預り金 519,053

流動負債合計 14,976,081

2 固定負債 0

固定負債合計 0

負債合計 14,976,081

正味財産 200,000,000

財　　産　　目　　録

平成２１年３月３１日現在

（単位：円）

科　　　　　　目 金　　　　　　額



（単位：円）

当　　初 補正予算額

予 算 額 流用増減額

Ⅰ事業活動収支の部

１事業活動収入

①基本財産運用収入 800,000 0 800,000 801,095 △ 1,095

1 基本財産利息収入 800,000 0 800,000 801,095 △ 1,095

② 事業収入 158,951,100 0 158,951,100 154,136,680 4,814,420

1 水道料金等収納業務受託収入 125,405,700 0 125,405,700 122,321,752 3,083,948

2 給水装置開閉栓受託収入 7,651,350 0 7,651,350 7,117,469 533,881

3 検定満期メーター維持管理受託収入 11,316,900 0 11,316,900 10,833,884 483,016

4 日直常直業務受託収入 11,930,100 0 11,930,100 11,370,133 559,967

5 残留塩素測定受託収入 2,647,050 0 2,647,050 2,493,442 153,608

③ 補助金収入 21,843,000 270,000 22,113,000 22,055,843 57,157

1 大牟田市補助金収入 21,843,000 270,000 22,113,000 22,055,843 57,157

④ 雑収入 80,000 0 80,000 302,255 △ 222,255

1 受取利息収入 80,000 0 80,000 65,862 14,138

2 雑収入 0 0 0 236,393 △ 236,393

事業活動収入計 181,674,100 270,000 181,944,100 177,295,873 4,648,227

2 事業活動支出

①事業費支出 148,914,150 0 148,914,150 146,952,512 1,961,638

1 給水装置診断事業費支出 2,922,100 △ 22,586 2,899,514 2,879,328 20,186

2 小規模貯水槽水道の適正管理事業費支出 2,350,000 131,863 2,481,863 2,480,744 1,119

3 水道に関する知識の普及啓発事業費支出 80,750 △ 67,200 13,550 9,473 4,077

4 水源地域振興事業費支出 72,400 0 72,400 68,062 4,338

5 簡易専用水道の検査事業費支出 660,900 △ 42,077 618,823 617,472 1,351

6 水道料金等収納業務受託事業費支出 113,122,300 0 113,122,300 112,016,581 1,105,719

7 給水装置開閉栓受託事業費支出 6,780,700 0 6,780,700 6,459,582 321,118

8 検定満期メーター維持管理受託事業費支出 10,018,050 0 10,018,050 9,832,478 185,572

9 日直常直業務受託事業費支出 10,531,400 0 10,531,400 10,319,161 212,239

10 残留塩素測定受託事業費支出 2,365,100 0 2,365,100 2,262,966 102,134

11 水道技術者等の教育訓練事業費支出 10,450 0 10,450 6,665 3,785

② 管理費支出 30,759,950 270,000 31,029,950 30,343,361 686,589

179,674,100 270,000 179,944,100 177,295,873 2,648,227

事業活動収支差額 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000

平成２０年度　　収　支　計　算　書

事業活動支出計

決 算 額 差　　異 備　　　考科　　　目

(平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで)

予算現額



（単位：円）

当　　初 補正予算額

予 算 額 流用増減額
決 算 額 差　　異 備　　　考科　　　目 予算現額

Ⅱ

1

0 0 0 0 0

２

0 0 0 0 0

投資活動収支差額 0 0 0 0 0

Ⅲ

１

0 0 0 0 0

２

0 0 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0 0 0

Ⅳ 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000

当期収支差額 0 0 0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0 0 0

次期繰越収支差額 0 0 0 0 0

財務活動支出

投資活動収支の部

投資活動収入

財務活動支出計

予備費支出

投資活動収入計

投資活動支出

投資活動支出計

財務活動収支の部

財務活動収入

財務活動収入計



事　　　業　　　内　　　容 事　業　量

　・独居老人・高齢者住宅等を中心にした市民

　　福祉事業

　・現在簡易専用水道の適用除外となっている

　　10㎥以下の貯水槽水道の検査業務

水源地域振興事業 　・水源地域振興事業への参画

　・水道法第３４条の２第２項の規定に基づく

　　簡易専用水道の定期検査業務

　・受付業務

　・水道メータの検針、調査等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆検針見込件数 630,000件

　・水道料金等の未納整理

　・水道料金等の調定補助及び収納

　・水道の使用開始、廃止に合わせた元栓の

　　開閉及び料金等収納業務 7,000件

　・検定満期メータの維持管理

☆取替・取外し見込件数 6,000件

日直事業 　・水道に関する休日等の受付業務

常直事業 　・水道に関する夜間の受付の業務

残留塩素測定事業 　・市内全域に設けた測定地点の消毒の効果

　　確認、濁り・色の測定業務 6,500件

　・技術者の教育訓練

実施対象（65才以上の単身
又は夫婦のみの世帯）

12,500件

企業局が実施する簡易専用
水道の検査業務に従事する

大
牟
田
市
か
ら
の
受
託
事
業

水道技術者等の
教育訓練事業

水道料金等収納事業

検定満期メータ
維持管理事業

給水装置開閉栓事業

平成２１年度事業計画書

事　　　　業

　・水道週間等諸行事への参画 6件

企業局が実施する貯水槽
水道の検査業務に従事する

水道に関する知識の
普及啓発事業

公
社
独
自
事
業

給水装置診断事業

簡易専用水道の
検査事業

小規模貯水槽水道の
適正管理事業



（単位：千円）

予算額 前年度予算 増　減 備　考

Ⅰ

1

① 800 800 0

1 　基本財産利息収入 800 800 0

② 164,359 158,951 5,408

1 水道料金等収納業務受託収入 130,142 125,406 4,736

2 給水装置開閉栓受託収入 7,854 7,651 203

3 検定満期メーター維持管理受託収入 11,646 11,317 329

4 日直常直業務受託収入 12,024 11,930 94

5 残留塩素測定受託収入 2,693 2,647 46

③ 22,601 21,843 758

1 大牟田市補助金 22,601 21,843 758

④ 80 80 0

1 受取利息 80 80 0

2 雑収入 0 0 0

事業活動収入計 187,840 181,674 6,166

2 事業活動支出

①事業費支出 154,328 148,914 5,414

1 給水装置診断事業費支出 3,385 2,922 463

2 小規模貯水槽水道の適正管理事業費支出 2,803 2,350 453

3 水道に関する知識の普及啓発事業費支出 12 81 -69

4 水源地域振興事業費支出 78 73 5

5 簡易専用水道の検査事業支出 648 661 -13

6 水道料金等収納業務受託事業費支出 117,103 113,122 3,981

7 給水装置開閉栓受託事業費支出 6,965 6,781 184

8 検定満期メーター維持管理受託事業費支出 10,299 10,018 281

9 日直常直業務受託事業費支出 10,618 10,531 87

10 残留塩素測定受託事業費支出 2,407 2,365 42

11 水道技術者等の教育訓練事業支出 10 10 0

② 管理費支出 31,512 30,760 752

事業活動支出計 185,840 179,674 6,166

事業活動収支差額 2,000 2,000 0

事業活動収入

基本財産運用収入

平成２１年度　収支予算書
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで

科　　　　　目

事業活動収支の部

事業収入

補助金収入

雑収入



（単位：千円）

予算額 前年度予算 増　減 備　考科　　　　　目

Ⅱ投資活動収支の部

1 投資活動収入

投資活動収入計 0 0 0

2 投資活動支出

投資活動支出計 0 0 0

投資活動収支差額 0 0 0

Ⅲ財務活動収支の部

1 財務活動収入

財務活動収入計 0 0 0

2 財務活動支出

財務活動支出計 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ予備費支出 2,000 2,000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額
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